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@今 度は宇都宮地裁が"罰 金 3億 円、懲役五年以下の刑事罰貝」がある廃棄物処理法

を遵守不要"と 栃本県庁、大田原市他に判決を出しました

1、別紙判決文をご覧下さい 「石川博実母絹江が死去後、絹江が一人住まいしてい

た一軒家に長男夫婦等で押し入り、金品、預金通帳、権利書等を強奪し、残った物

品を長男暁―は近所の住人に盗ませ、又

大田原市上奥沢 65-4不 動産業者松本勇 (丁EL0287-23-1362)

廃棄物処理業許可無しの不動産業者を使い、残つた トラック 12台 以上の物品を、

絹江の家、那須塩原市東栄 2自 宅から大田原クリーンセンターに越境で無許可窃盗



搬入処理して盗品を抹殺、犯罪証拠を行政、警察 く
い
るみで抹殺した事件の判決です」

2、 栃本県庁、大田原市の主張は"廃 棄物処理法を行政は所管していない、だから

この法律を守って廃棄物処理事葉を行う必要は無いし、搬入者に廃棄物処理法を守

らせる権利も無い、無許可業者が廃棄物を違法に収集運搬搬入し、処理しても、一

切管理責任も告発義務も責任も無い"搬 入される廃棄物が含法に収集運搬されたか

どうかを証明する証拠も一切無い、廃棄物処理法違反とみなされる場合、積極的に

立ち入り調査を行い、違法と看倣せば刑事告発するように、との通知は、国と地方

自治体の話で国民がどうこう言う権利は一切無い、大田原クリーンセンターの所長

は市の職員だが、この施設は一切大田原市とは関係無い、国の税金が投入されてい

ようと行政には関係無い施設である"と の主張です。

3、 それを踏まえた判決は 「松本勇は無許可で個人の家の物品を業務として収集運

搬し、大田原クリーンセンターに運び込み処理したが、ヽ松本勇にも石川暁一にも、

栃本県庁にも大田原市にも一切違法は無い、無許可の業者が大田原クリーンセンタ

ーに廃棄物として個人の所有物を収集して搬入しても、違法では無い、栃本県庁、

大田原市には廃棄物を収集運搬、搬入した何の証拠も、許可の有無を確認した証拠

も無いが違法性は無い」との判決です。

4、 こうなιノますと 「法の運守は一切不要で有る、国の補助金を投入させた事業が

違法で有つても良い、法の連守は不要だから、違法が見出されようと補助金返還責

任は一切無い」これを更に裁判官、国が公認した事になります。

「これで環境省も会計検査院も"栃 木県庁にも宇都宮市にも、民間の廃棄物処理事

業破綻に伴う国からの補助金 2億 円弱返還請求等出来なかった事実が証明された

のです、つまり栃本県庁は勝手に国に二億円を返還し、宇都宮市に請求したのです

よ、詐欺、恐喝ですね"J堆 肥舎の違法問題も、金融公庫、フラット35住 宅融資

の違法も、あらゆる国の補助金、融資事業での違法も、一切何の問題も責任、金員

返還責任も無い事が更に証明されたようです」

5、 そして 「廃棄物処理法違反が有つたとして摘発され、刑事罰則を適用された多

くの違法業者は冤罪です、松本勇さんが冤罪の証拠人物です、警察、司法、環境省

はどう冤罪発生責任を負うのでしょうか、会計検査院は法の遵守が不要なのに、違

法を見出したと言い掛かりを付けて、国からの補助金、融資金返還を命じている国

による犯罪責任をどう取るのでしょうかJ今 後あらゆる公的金員の詐欺入手は正し

い行為となしノます。そして宇都宮市を訴えた栃本県庁は、法律云々で金を返せ、等

―切主張出来ないですよ、県庁が法を蹂躙した犯罪行政機関ですから.
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判        決
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被       告
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同
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栃木県大田原市下石上 1796-40

被       告

栃木県大田原市奥沢 65-4

被       告

主

原告の請求をいずれ も棄却す る

訴訟費用は原告 の負担 とす る。
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事 実 及 び 理 由

第 1 請求

1 被告大 田原市,被 告石川院一及び被告松本勇は,原 告に対 し,連 帯 して 14

0万 円及びこれに対す る年 5分 の害」合による金員を支払え。

2 被告栃木県は,原 告に対 し, 10万 円及びこれに対する年 5分 の割合による

金員を支払え。

第 2 事案の概要 ・

本件は,死 亡 した石川絹枝 (以下 「絹枝」 とい う。)の 二男である原告が,

絹枝の長男である被告院―は,被 告松本に,絹 枝の遺産である動産類を廃棄物

として運搬 ・処分 させ,こ れ ら動産類の原告の持―分権 を侵害 し,被 告大田原市

及び被告栃木県は,そ の処分に関す るデータを隠匿 したとして,被 告暁一及び

被告松本に対 しては,不 法行為に基づき 140万 円の損害賠償の支払を求め,

被告栃木県に対 しては,国 家賠償法 1条 1項 に基づ き 10万 円の損害賠償の支

払 を求めている事案である。

1 前提事実 (争いがない。)

(1)絹 枝は,平 成 22年 4月 15日 ,死 亡 した。

(2)被 告石川院一 (以下 「院T」 とい う。)は ,絹 枝 の長男であ り,原 告は,

絹枝の二男である。絹枝の相続人は,こ のほかに,三 男道雄及び四男富士男

がいる。

2 争点及びこれについての当事者の主張

(原告の主張)

(1)院 一は,絹 枝が死亡 した後,原 告に無断で,絹 枝 の住居 (栃木県那須塩原

市東栄 2丁 目6番 26号 所在)か ら,絹 枝の遺産である家財道具,衣 類,雑

貨等の動産類 (以下 「本件動産類」 とい う。)を 自ら及び第三者 によつて持

ち出 し,被 告松本勇 (以下 「被告松本」 とい う。)に 依頼 して,大 田原市ク

リー ンセンターに越境 して運搬 させた上,廃 棄物 として処理 ・処分 させ,原
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告の本件動産類の持分権を侵害 した。

(2)被 告大田原市は,被 告松本が一般廃棄物処理業の許可を得ていないことを

知 りながら,同 被告の依頼を受けて,本 件動産類 を廃棄物 として処理 し,原

告の本件動産類の持分権を侵害 した。

(3)し たがって,被 告大 田原市,被 告院一及び被告松本は,原 告に対 し,連 帯

して民法 709条 (被告大田原市については国家賠償法 1条 1項 )に 基づき,

原告に生 じた 140万 円の損害を賠償する義務がある。

(4)被 告栃木県は,原 告か ら,大 田原市による上記 の違法受入れの事実につい

て通告を受け,証 拠の保全及び提供を求められなが ら,故 意に:廃 棄物の処

理及び清掃に関す る法律 (以下 「廃棄物処理法」 とい う。)上 の監督責任を

果たさず,大 田原市及び大田原 ク リー ンセ ンターによる本件動産類の受入れ,

処分を隠匿 し,原 告の本件動産類についての持分権 を侵害 した。

被告栃木県は,被 告大田原市が保管する本件動産類の処理データを被告大

田原市 とともに隠匿 し続け,原 告の本件動産類の持分権を侵害 している。

したがって,被 告栃木県は,不 法行為 (国家賠償法 1条 1項 )に 基づき,

原告に生 じた 10万 円の損害を賠償す る義務がある。

(被告暁一の主張)

絹枝の相続人である被告院一,原 告,道 雄及び富士男は,絹 枝の葬儀の翌 日

である平成 22年 4月 19日 ,絹 枝の 自宅で,そ れぞれ欲 しい物を分け合つて

形見分けをし,原 告は,欲 しい物を持つて行った。

(被告松本の主張)

被告松本は,被 告院一か ら依頼を受けて,絹 枝宅の片付けを行つたが,被 告

院一か ら,自 宅土地建物は被告院一に譲 る旨の絹枝の遺言書があると聞いてい

たので,同 建物内の動産類 も被告院一の所有であ り,処 分することに問題はな

い と考 えていた。

(被告大田原市の主張)
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(1)被 告大 田原市において発生す る一般廃棄物については,大 田原市,那 須塩

原市及び那須町で構成す る一部事務組合である那須地区広域行政事務組合が

設置 し,管 理運営す る一般廃棄物処理施設である広域クリー ンセ ンター大田

原 (以下 「センター」 とい う。)に おいて,廃 棄物処理法に基づき,搬 入の

受入れ及び処理を行 つている。また,セ ンターに搬入 された廃棄物を被告大

田原市が確認す る法的根拠はな く,被 告大田原市に本件訴訟の被告適格はな

い 。          .

(2)上 記の とお りであるか ら,被 告大 田原市は,市 民又はその委託 を受けた事

業者 との間に廃棄物処理法に定める受入れ及び処分 に関す る直接の権利義務

関係は有しないし,セ ンターに搬入された廃棄動 を逐一確認する法的根拠も

ない。 したがつて,被 告大田原市が,原 告の主張する財産権侵害をしたこと

はない。

また,被 告大田原市に,原 告の主張する公文書等の証明書は存しないし,

個人の処理データも存在しない。なお:原 告の主張する処理データには,所

有者の氏名,物 品名,形 状等個人の廃棄物の詳細な属性までが記載されるも

のではない。

(被告栃木県の主張)

被告栃木県が環境省に報告しているのは,市 町村ごとの一般廃棄物処理の総

量等であり, どこの一般廃棄物処理施設で,い つ, どのような物の受入れ,処

分がされたかというデータは保有していない。

第 3 争点に対する判断

1 被告大田原市の本案前の主張について

被告大田原市は,本 件訴訟について被告適格がないと主張するが,原 告の被

告大田原市に対する請求は金銭の支払請求であり,こ のような給付訴訟につい

ては,支 払義務があるとされる者に被告適格があるというべきである。

2 被告暁一,被 告松本及び被告大田原市の責任について
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原告は,被 告院一及び被告松本は,絹 枝の遺産である本件動産類 を原告に無

断で廃棄物 として処分 し,原 告の本件動産類の持分権 を侵害 した と主張する。

しか しなが ら,証 拠 (甲1, 甲 2, 甲 9, 甲 10, 甲 20, 甲 22,乙 C2

ない し乙C4)及 び弁論の全趣 旨によれば,被 告院一及び被告松本は,絹 枝の

遺産である動産類の中か ら価値のあるものは選別 し,価 値がない と判断 したも

のを廃棄物 として処分 したことが認 められ,こ のよ うにして処分 された物は,

少なくとも,両 名 において,廃 棄相 当と判断 したものであったと認 め られ ると

ころ,廃 棄処分 された本件動産類の内容は証拠上明 らかでない上,こ れ ら動産

類の財産的価値の有無及び価格 を明 らかにす る証拠はな く,原 告の損害を認定

す ることはできない。

また,被 告松本が一般廃棄物処理業の許可を得ていなかったとしても,こ れ

をもつて,被 告大 田原市が本件動産類の原告の持分権侵害に関与 した とはいえ

ない し,書 類の作成 に関連 して,被 告大 田原市の職員 に違法な行為があったと

は認められない。

そ うすると,被 告院―,被 告松本及び被告大 田原市に,原 告の主張す る不法

行為責任 (被告大 田原市に国家賠償法 1条 1項 )が あるとはいえない。

3 被告栃木県の責任 について :

原告は,被 告栃木県は,被 告大田原市が保管す る本件動産類の処理データを

被告大 田原市 とともに隠匿 し続け,原 告の本件動産類の持分権を侵害 している

と主張するが,本 件動産類 を廃棄物 として処理 したことに ついて,原 告の主張

事実の立証のために有用なデータを所持 しなが ら提出を拒んでいるとは認 めら

れない し,被 告栃木県が本件動産類の原告の持分権侵害に関与 した事実は認め

られない。

4 結論

以上によれば,原 告の請求はいずれ も理 由がないか らこれ を棄去,することと

し,主 文のとお り判決す る。
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宇都宮地方裁判所第一民事部

裁判官    端       二 三 彦
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